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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行車体の前方に薬液を散布する防除散布装置（１１）を備え、走行車体の後部に薬液
を収容する防除タンク（９）を備え、
　走行車体の車体フレーム（２）の上方にはフロアー（６）を設け、フロアー（６）の上
方には操縦席（７）を設け、操縦席（７）の前方にハンドル（８）を設け、
　操縦席（７）の左右側と後側の３方を防除タンク（９）で囲む構成とし、
　フロアー（６）の左右一側には、作業者用の昇降ステップ（６ａ）を設け、
　昇降ステップ（６ａ）側の操縦席（７）の側方の防除タンク（９）の上面部（９ａ）に
乗降用ハンドル（３５０）を設け、
　前記昇降ステップ（６ａ）側の前記操縦席（７）の側方の前記防除タンク（９）の上面
部（９ａ）にタンク溝（９ｃ）を形成し、該タンク溝（９ｃ）の凹部に前記防除タンク（
９）内の薬液量を示す薬液ゲージホース（３２０）を収容し、
　前記乗降用ハンドル（３５０）が前記タンク溝（９ｃ）上方を通過し、前記薬液ゲージ
ホース（３２０）と交差する姿勢に設けたことを特徴とする薬液散布車両。
【請求項２】
　前記乗降用ハンドル（３５０）は左右方向に延びる基部（３５３）と、基部（３５３）
の先端から前側に屈曲して前後方向に延びる先端側の取っ手部（３５１）により平面視で
略Ｌ字形状とし、前記取っ手部（３５１）を前記防除タンク（９）の外側に設ける構成と
したことを特徴とする請求項１記載の薬液散布車両。
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【請求項３】
　前記乗降用ハンドル（３５０）を背面視でへの字形状にすべく、前記基部の途中部から
外側斜め下がり傾斜姿勢に屈曲し、前記取っ手部（３５１）を前記防除タンク（９）の上
面部（９ａ）より下方に形成したことを特徴とする請求項２記載の薬液散布車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬液を散布する農用車両などとして用いられる薬液散布車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、圃場を走行して薬液を散布するために用いられる作業車両としては、アクスルハ
ウジングの上端が車輪の上面より上方に位置する、車高を高くした作業車両が知られてい
る（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－８７０２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
【０００５】
【０００６】
　本発明の目的は、車高が高い薬液散布車両において、オペレータの乗降を容易にするこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、第１の本発明は、
　走行車体の前方に薬液を散布する防除散布装置（１１）を備え、走行車体の後部に薬液
を収容する防除タンク（９）を備え、
　走行車体の車体フレーム（２）の上方にはフロアー（６）を設け、フロアー（６）の上
方には操縦席（７）を設け、操縦席（７）の前方にハンドル（８）を設け、
　操縦席（７）の左右側と後側の３方を防除タンク（９）で囲む構成とし、
　フロアー（６）の左右一側には、作業者用の昇降ステップ（６ａ）を設け、
　昇降ステップ（６ａ）側の操縦席（７）の側方の防除タンク（９）の上面部（９ａ）に
乗降用ハンドル（３５０）を設け、
　前記昇降ステップ（６ａ）側の前記操縦席（７）の側方の前記防除タンク（９）の上面
部（９ａ）にタンク溝（９ｃ）を形成し、該タンク溝（９ｃ）の凹部に前記防除タンク（
９）内の薬液量を示す薬液ゲージホース（３２０）を収容し、
　前記乗降用ハンドル（３５０）が前記タンク溝（９ｃ）上方を通過し、前記薬液ゲージ
ホース（３２０）と交差する姿勢に設けたことを特徴とする薬液散布車両である。
　これにより、オペレータが乗降用ハンドル（３５０）を把持しながら昇降ステップ（６
ａ）を昇降できるので乗降が容易である。
　また、これにより、薬液ゲージホース（３２０）の浮き止めができる。
【００１０】
　また、第２の本発明は、
　前記乗降用ハンドル（３５０）は左右方向に延びる基部（３５３）と、基部（３５３）
の先端から前側に屈曲して前後方向に延びる先端側の取っ手部（３５１）により平面視で
略Ｌ字形状とし、前記取っ手部（３５１）を前記防除タンク（９）の外側に設ける構成と
したことを特徴とする上記第１の本発明の薬液散布車両である。
　これにより、オペレータが取っ手（３５１）を把持し易い。
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【００１１】
　また、第３の本発明は、
　前記乗降用ハンドル（３５０）を背面視でへの字形状にすべく、前記基部の途中部から
外側斜め下がり傾斜姿勢に屈曲し、前記取っ手部（３５１）を前記防除タンク（９）の上
面部（９ａ）より下方に形成したことを特徴とする上記第２の本発明の薬液散布車両であ
る。
　これにより、取っ手（３５１）の位置が低くなり、オペレータが取っ手（３５１）を把
持し易い。
【００１２】
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、車高の高い薬液散布車両へのオペレータの乗降が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明にかかる実施の形態１における薬液散布作業車の平面図
【図２】本発明にかかる実施の形態１における薬液散布作業車の左側面図
【図３】本発明にかかる実施の形態１における薬液散布作業車の正面図
【図４】本実施の形態の薬液散布作業車の車体フレーム及び、その下方に配置された要部
の構成を示す平面図
【図５】本実施の形態の薬液散布作業車の車体フレーム及び、その下方に配置された要部
の構成を示す左側面図
【図６】本実施の形態のフロントアクスルハウジングの中央付近で、左側フロントアクス
ルハウジングと、右側フロントアクスルハウジングに分割可能な構造を示す概略斜視図
【図７】本実施の形態の覆いカバー変形例としての第２覆いカバーを示す平面図
【図８】（ａ）：本実施の形態の薬液散布作業車のボンネットで上部を覆われたエンジン
収納室の概略左側面図、（ｂ）：図８（ａ）に示す部分の概略正面図
【図９】本実施の形態の薬液散布作業車のボンネットを開けた状態のエンジン収納室の概
略左側面図
【図１０】本実施の形態の薬液散布作業車における操縦席近傍の概略側面図
【図１１】本実施の形態の薬液散布作業車における乗降用ハンドルの斜視図
【図１２】本実施の形態の薬液散布作業車における乗降用ハンドルの変形例としての第２
乗降用ハンドルの取り付け状態を示す概略平面図
【図１３】本実施の形態の薬液散布作業車における乗降用ハンドルの変形例としての第２
乗降用ハンドルの斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、図面を参照しながら本発明の作業車両にかかる一実施の形態の薬液散布作業車
について説明する。
【００１６】
　（実施の形態１）
　まず、図１～図３を用いて、本実施の形態１の薬液散布作業車についてその概略構成及
び動作を説明する。
【００１７】
　図１は、本発明にかかる実施の形態１における薬液散布作業車の平面図であり、図２は
、本発明にかかる実施の形態１における薬液散布作業車の左側面図である。また、図３は
、本発明にかかる実施の形態１における薬液散布作業車の正面図である。尚、これら図１
～図３は、後述する左右散布ブームを走行車体の左右両側面に収納した状態を示す。
【００１８】
　図１、図２に示す通り、本実施の形態１の薬液散布作業車１の下部には車体フレーム２
があり、その車体フレーム２の前側の左右両側には、前輪用車軸（図示省略）を収納した
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フロントアクスルハウジング３０ａ及び左右一対のギヤユニット４０Ｌ、４０Ｒを介して
、左右一対の前輪３Ｌ、３Ｒが配置されている。また、これと同様に、その車体フレーム
２の後側の左右両側には、後輪用車軸（図示省略）を収納したリアアクスルハウジング３
０ｂ及び左右一対のギヤユニット４０Ｌ、４０Ｒを介して、左右一対の後輪４Ｌ、４Ｒが
配置されている。
【００１９】
　尚、本発明の車軸ケースの一例が、本実施の形態のフロントアクスルハウジング３０ａ
又はリアアクスルハウジング３０ａに該当する。
【００２０】
　車体フレーム２の前方には、防除散布装置１１が取り付けられている。
【００２１】
　車体フレーム２のフロントアクスルハウジング３０ａ側の上方には、ボンネット５で覆
われたエンジンＥが搭載されている。
【００２２】
　また、車体フレーム２の、左右一対の前輪３Ｌ、３Ｒと左右一対の後輪４Ｌ、４Ｒの間
の上面側には、フロアー６が設けられており、フロアー６の上方には操縦席７を設け、操
縦席７の前方にハンドル８が設けられている。ハンドル８を左右に操舵すると、左右一対
の前輪３Ｌ、３Ｒ及び左右一対の後輪４Ｌ、４Ｒが同時に連動して操舵され、小回り走行
のできる四輪操舵構成としている。
【００２３】
　また、車体フレーム２の前側の下方には、フロントアクスルハウジング３０ａが配置さ
れており、車体フレーム２の後側の下方には、リアアクスルハウジング３０ｂが配置され
ている。そして、それらの間の車体フレーム２の下方には、エンジンＥからの駆動力を左
右一対の前輪３Ｌ、３Ｒと左右一対の後輪４Ｌ、４Ｒの側のそれぞれに伝えるための伝動
ケース３１が配置されており、伝動ケース３１から前方側と後方側に出力される駆動力を
、左右一対の前輪３Ｌ、３Ｒ及び左右一対の後輪４Ｌ、４Ｒの側の前輪用車軸と後輪用車
軸（図示省略）に伝えるための前伝動軸３２ａと後伝動軸３２ｂが設けられている。
【００２４】
　また、これらフロントアクスルハウジング３０ａ、前伝動軸３２ａ、伝動ケース３１、
後伝動軸３２ｂ、リアアクスルハウジング３０ｂ、及び、防除ポンプ１０を下方から覆う
ための覆いカバー１００が、車体フレーム２に取り付けられている。尚、覆いカバー１０
０については、図４，図５等を用いて更に後述する。
【００２５】
　また、車輪が作物を踏みつけたり巻き込んだりして、作物に損傷を与えることを防止す
るために、左右一対の前輪３Ｌ、３Ｒと、左右一対の後輪４Ｌ、４Ｒの前方側にそれぞれ
張り出した分草杆１２が配置されている。分草杆１２は、その一端が左右一対のギヤユニ
ット４０Ｌ、４０Ｒの上部ギヤケース４１Ｌ、４１Ｒの側面に固定されている。
【００２６】
　また、フロアー６の左側には、作業者用の昇降ステップ６ａが設けられている。操縦席
７の左右側と後側の３方を取り囲むように防除タンク９が設けられ、その防除タンク９の
後部であって車体フレーム２の下方に防除ポンプ１０が設けられている。
【００２７】
　防除散布装置１１は、車体フレーム２の前方に配置されたセンター散布ブーム１１Ｃと
、センター散布ブーム１１Ｃの左右両側に回動可能に設けられた左右一対の散布ブーム１
１Ｒ、１１Ｌとで構成されている。また、防除散布装置１１のセンター散布ブーム１１Ｃ
の中央部近傍には、防除散布装置１１を昇降する昇降シリンダー１５が設けられており、
更に、センター散布ブーム１１Ｃの左右両端側近傍には、左右一対の散布ブーム１１Ｌ、
１１Ｒを開閉する開閉シリンダー１７が設けられている。
【００２８】
　これにより、防除散布装置１１を昇降シリンダー１５（図２参照）により昇降し、開閉
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シリンダー１７（図１参照）により左右一対の散布ブーム１１Ｌ、１１Ｒを左右に突出し
た薬液散布作業状態（図示省略）と、薬液散布作業車１の両側方に沿わせた収納状態に移
動する（図１、図２参照）ように構成している。
【００２９】
　また、防除タンク９の薬液は防除ポンプ１０（図２参照）により防除散布装置１１に送
られ、センター散布ブーム１１Ｃ及び左右一対の散布ブーム１１Ｌ、１１Ｒに複数設けら
れた散布ノズル１４（図２参照）から、薬液が散布される。
【００３０】
　尚、操縦席７の左横の防除タンク９の表面には、乗降用ハンドル３００が設けられてい
る。これについては、図１０、図１１を用いて、更に後述する。
【００３１】
　次に、図４、図５を参照しながら、本実施の形態の薬液散布作業車１の構成及び動作に
ついて更に説明する。
【００３２】
　ここで、図４は、本実施の形態の薬液散布作業車１の車体フレーム２及び、その下方に
配置された要部の構成を示す平面図である。また、図５は、本実施の形態の薬液散布作業
車１の車体フレーム２及び、その下方に配置された要部の構成を示す左側面図である。
【００３３】
　図４、図５に示す通り、車体フレーム２は、互いに平行な左右一対のフレーム部材２Ｌ
、２Ｒを有し、それら左右一対のフレーム部材２Ｌと２Ｒのそれぞれの前端縁部２Ｌａ、
２Ｒａを連結したフロントフレーム部材２Ａと、左右一対のフレーム部材２Ｌと２Ｒのそ
れぞれの後端部２Ｌｂ、２Ｒｂを連結したリアフレーム部材２Ｂは、長四角状の枠体を構
成している。
【００３４】
　また、図４、図５に示す通り、フロントアクスルハウジング３０ａと、リアアクスルハ
ウジング３０ｂは、それぞれ左右一対のフレーム部材２Ｌと２Ｒに固定されている。また
、伝動ケース３１と前伝動軸３２ａと後伝動軸３２ｂは、左右一対のフレーム部材２Ｌと
２Ｒの間に配置されている。
【００３５】
　また、図５に示す通り、フロントアクスルハウジング３０ａの上端３０ａ１、及びリア
アクスルハウジング３０ｂの上端３０ｂ１が、何れも、左右一対の前輪３Ｌ、３Ｒの上面
、及び左右一対の後輪４Ｌ、４Ｒの上面より上方に位置しており、アクスルハウジングの
地面からの高さを高くした構成である。
【００３６】
　また、図４、図５に示す通り、車体フレーム２の下方であって、左右一対のフレーム部
材２Ｌと２Ｒの間に配置された、前伝動軸３２ａ、後伝動軸３２ｂ、伝動ケース３１、及
び、ミッションのオイルシール（図示省略）やその他の配管ゴムホース（図示省略）等を
下方から覆う覆いカバー１００が、車体フレーム２に着脱自在に取り付けられている。
【００３７】
　この覆いカバー１００は、図５に示す通り、側面視で前方部１０１ａと後方部１０１ｂ
において鈍角に折り曲げられた厚手で腰のあるシート状部材であって、前方部１０１ａと
後方部１０１ｂの間の中央部１０１ｃは凹凸の無い平面状に形成されている。尚、覆いカ
バー１００は、散布する薬剤に対して劣化し難い材質であることが好ましく、例えば、ゴ
ム（ＣＲ）等が好適である。
【００３８】
　また、覆いカバー１００の左右の長辺側の端部には、長手方向に沿って４箇所にそれぞ
れ２つずつ、即ち、片側の長辺に８つの貫通孔１０２が設けられており、これら４箇所の
貫通孔１０２の位置に対応する、左右一対のフレーム部材２Ｌと２Ｒの所定位置には、所
定長さに調整された覆いカバー保持用ワイヤー１１２がそれぞれ予め固定されている。覆
いカバー保持用ワイヤー１１２は、一対の貫通孔１０２を利用して、覆いカバー１００を
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保持する構成である。
【００３９】
　これにより、車体フレーム２の下部に配置された、回転系や駆動系、ゴム等の配管部材
等と作物が直接接触しない構成とすることが出来る。
【００４０】
　また、これにより、防除作業中において、前伝動軸３２ａ、後伝動軸３２ｂ、及び伝動
ケース３１等の回転系や駆動系に作物が絡み、走行不具合が発生することを未然に防止す
ることが出来る。また、散布した農薬などの薬剤がミッションのオイルシール（図示省略
）やその他の配管ゴムホース（図示省略）等へ付着して、それらの部材を劣化させること
を防止することが出来る。
【００４１】
　また、回転系や駆動系は車体フレーム２の中心部に集中して配置されており、本実施の
形態の覆いカバー１００は、そうした車体フレーム２の中心部に集中して配置され機構を
効果的に覆うことが出来る構造である。
【００４２】
　また、本実施の形態では、分草杆１２と、覆いカバー１００を同時に備えた構成として
いる為、より作物に与えるダメージを低減出来る。
【００４３】
　また、本実施の形態では、旋回時等で、車輪が最大角度まで切れた時、分草杆１２が、
覆いカバー１００へ接近するが、平面視で車体フレーム２の外形状にほぼ一致しているの
で、分草杆１２と覆いカバー１００が干渉することは無い。その為、薬液散布作業車１の
運転者は、旋回時において、分草杆１２と覆いカバー１００との干渉防止に注意を払う必
要が無いので、ストレスを感じること無く運転操作に専念出来る。
【００４４】
　また、フロントアクスルハウジング３０ａ、リヤアクスルハウジング３０ｂ、及び伝動
ケース３１やその他の駆動部品の地面からの高さを、ほぼ同じに構成したことにより、覆
いカバー１００の中央部１０１ｃが、凹凸の無い平面状に形成することが出来た。
【００４５】
　凹凸の有る覆いカバーを用いた時には、例えば、稲等の花粉がこれらの凹凸に何度も触
れることで大きく損傷する可能性があるが、本実施の形態では、上述した通り、覆いカバ
ー１００の中央部１０１ｃが、凹凸の無い平面状に形成することが出来た為、稲等の花粉
が大きく損傷することを防止出来るので、作物の収量の低下をより一層抑制出来るという
効果を発揮する。
【００４６】
　次に、図６、図７を用いて、上述したフロントアクスルハウジング３０ａ及びリアフロ
ントハウジング３０ｂを分割構造とした時の、覆いカバー１００の変形例について説明す
る。
【００４７】
　図６は、フロントアクスルハウジング３０ａの中央付近で、左側フロントアクスルハウ
ジング３０ａＬと、右側フロントアクスルハウジング３０ａＲに分割可能な構造を示す概
略斜視図である。また、図７は、本実施の形態の覆いカバー１００の変形例としての第２
覆いカバー１２０を示す平面図である。
【００４８】
　図６に示す通り、左側フロントアクスルハウジング３０ａＬと、右側フロントアクスル
ハウジング３０ａＲは、合わせ面３３において締結部材３３ａにより連結されており、更
に、その合わせ面３３での連結状態を補強するために、側面視でＬ字状の補強部材３４が
、左右のフロントアクスルハウジング３０ａＬと３０ａＲに対してボルト３４ａにより固
定されている。
【００４９】
　また、補強部材３４の下面の両端側には、第２覆いカバー１２０の前側の両端部を着脱
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自在に保持するための保持ピン３４ｂが下方に向けて突出した状態で固定されている。こ
の左右一対の保持ピン３４ｂの先端側の径は、根元側の径より大きく形成されており、第
２覆いカバー１２０の前側の両端部に設けられた保持用孔１２０ａの径は、左右一対の保
持ピン３４ｂの先端側の径より小さく、根元部の径より大きく形成されている。
【００５０】
　第２覆いカバー１２０は有る程度の柔軟性を有する素材で形成されていて、且つ、保持
ピン３４ｂは先端部がほぼ円錐形状を呈しているため、保持ピン３４ｂは保持用孔１２０
ａに挿入し易く抜けにくい構成となっている。
【００５１】
　尚、リアアクスルハウジング３０ｂについても、その中央付近で、左側リアアクスルハ
ウジング３０ｂＬと、右側リアアクスルハウジング３０ｂＲに分割可能な構造となってお
り、上記補強部材３４と同じ補強部材により補強されていて、上記と全く同様に、第２覆
いカバー１２０の後側の両端部（図示省略）が、保持ピンにより補強部材に保持される構
成である。
【００５２】
　これにより、第２覆いカバー１２０は、最小限のサイズで、前伝動軸３２ａ、伝動ケー
ス３１、及び後伝動軸３２ｂ等の回転系や駆動系等を効果的に覆うことが出来る。
【００５３】
　次に、図８、図９を用いて、ラジエ－タタンクへの補給水を貯留するリザーブタンクの
配置について説明する。
【００５４】
　図８（ａ）は、ボンネット５で上部を覆われたエンジン収納室の概略左側面図であり、
図８（ｂ）は、図８（ａ）に示す部分の概略正面図である。また、図９は、ボンネット５
を開けた状態のエンジン収納室の概略左側面図である。
【００５５】
　図８（ａ）、図８（ｂ）に示す通り、左右一対のヘッドライト２００、２００の中央に
リザーブタンク２１０が搭載されている。
【００５６】
　これにより、スペースを有効活用出来て、且つ、エンジンＥの後方に配置されたラジエ
ータタンク２２０とエンジンＥとの間に位置するエンジンファン２３０からの風で、リザ
ーブタンク２１０内の温度上昇を抑制出来る。
【００５７】
　また、図９に示す通り、ボンネット５を開けることで、リザーブタンク２１０の中を確
認出来る構成である。
【００５８】
　また、図９に示す通り、リザーブタンク２１０の位置はエンジンＥの前方の上部であっ
て、且つ、リザーブタンク２１０の給水口２１１が、ラジエータタンク２２０の給水口２
２１より低い位置に配置したことにより、地上からのメンテナンスや、冷却水の補給作業
が容易に行える。
【００５９】
　次に、主として図１０、図１１を用いて、防除タンク９に設けられた乗降用ハンドル３
００について説明する。
【００６０】
　図１０は、本実施の形態の薬液散布作業車１における操縦席７近傍の概略側面図であり
、図１１は、乗降用ハンドル３００の斜視図である。
【００６１】
　図１、図１０、図１１に示す通り、昇降ステップ６ａの右上方で、操縦席７の左横の防
除タンク９の上面部９ａには、断面が略Ｌ字形状であって、乗降用ハンドル３００が立設
された乗降用ハンドル取り付け板３１０が１本の取り付け板固定用ボルト３１２により固
定されている。そして、乗降用ハンドル取り付け板３１０は、その後側の左端部が突き出
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した状態に形成されたゲージホース浮き止め部３１１が、薬液ゲージホース３２０をタン
ク溝９ｃの凹部に押さえ込むことで、その浮きを防止する役割を兼ねている。
【００６２】
　また、図１１に示す通り、乗降用ハンドル取り付け板３１０の側面部３１０ｂの内面側
には、前後方向に亘って滑り止め用の第１ゴム板３１５が張り付けられており、防除タン
ク９の内側面部９ｂに接触して滑りを防止している。また、乗降用ハンドル取り付け板３
１０の上面部３１０ａの内面側には、前側にのみ滑り止め用の第２ゴム板３１６が張り付
けられており、防除タンク９の上面部９ａに接触して滑りを防止している。
【００６３】
　上述した通り、昇降ステップ６ａの右上方であって、操縦席７の左横の防除タンク９の
上面部９ａに乗降用ハンドル３００を設けたことにより、オペレータの乗降が容易になる
。
【００６４】
　また、上述した通り、滑り止め用のゴム板を張り付けることにより、取り付け板固定用
ボルト３１２にかかる荷重を分散・軽減出来る。
【００６５】
　尚、上記実施の形態では、乗降用ハンドル３００が乗降用ハンドル取り付け板３１０の
上面部３１０ａ、即ち、防除タンク９の上面部９ａ上に立設した例を説明したが、これに
限らず例えば、図１２、図１３に示す通り、乗降用ハンドルの取っ手部３５１が、乗降用
ハンドル取り付け板より下方、即ち、防除タンク９の上面部９ａより左側方であって且つ
下方に位置する構成でも良い。
【００６６】
　ここで、図１２は、第２乗降用ハンドル３５０の取り付け状態を示す概略平面図であり
、図１３は、第２乗降用ハンドル３５０の斜視図である。図１０、図１１で示した構成と
同じものには同じ符号を付し、その説明を省略する。
【００６７】
　図１２、図１３に示す通り、昇降ステップ６ａの右上方で、操縦席７の左横の防除タン
ク９の上面部９ａより左側方であって且つ下方の位置に、第２乗降用ハンドル３５０の取
っ手部３５１が配置され、その根元部３５２は、第２乗降用ハンドル取り付け板３６０の
上面部３６０ａに溶接固定されている。
【００６８】
　また、図１２に示す通り、第２乗降用ハンドル３５０は、平面視で逆略Ｌ字形状を呈し
ており、背面視で略への字形状を呈している。また、第２乗降用ハンドル３５０の根元部
３５２の近傍で、薬液ゲージホース３２０がタンク溝９ｃの凹部に押さえ込まれている。
また、第２乗降用ハンドル３５０のストレート部３５３と防除タンク９の上面部９ａとの
間には、取り付け板固定用ボルト３１２にかかる荷重を軽減するために、取っ手部３５１
に近いストレート部３５３の表面に滑り止め用の第３ゴム板３１７が張り付けられている
。
【００６９】
　上述した通り、第２乗降用ハンドル３５０では、取っ手部３５１の位置が、上記実施の
形態で説明した第１乗降用ハンドル３００の位置に比べて低いので、オペレータの乗降が
より一層容易になる。
【００７０】
　また、上記実施の形態では、覆いカバーは、厚手で腰のあるシート状部材である構成に
ついて説明したが、これに限らず例えば、軟性の樹脂シート、或いは、鉄板や硬性の樹脂
板等でも良い。
【００７１】
　また、上記実施の形態では、左右一対のフレーム部材２Ｌと２Ｒの所定位置には、所定
長さに調整された覆いカバー保持用ワイヤー１１２がそれぞれ予め固定されている構成に
ついて説明したが、これに限らず例えば、覆いカバー保持用ワイヤー１１２に代えて、複
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良い。
【００７２】
　また、上記実施の形態では、前輪と後輪の両方に駆動力が伝達される構成について説明
したが、これに限らず例えば、左右一対の前輪にのみ駆動力が伝達される構成であっても
良いし、左右一対の後輪にのみ駆動力が伝達される構成であっても良い。そして、例えば
、前輪にのみ駆動力が伝達される構成であれば、覆いカバーは、少なくとも、伝動ケース
（図４の符号３１参照）と前伝動軸（図４の符号３２ａ参照）を覆う構成であれば良い。
また、例えば、後輪にのみ駆動力が伝達される構成であれば、覆いカバーは、少なくとも
、伝動ケース（図４の符号３１参照）と後伝動軸（図４の符号３２ｂ参照）を覆う構成で
あれば良い。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明の作業車両によれば、車高の高い薬液散布車両へのオペレータの乗降が容易とな
るという効果を発揮し、農用作業車両として用いられる薬液散布車両などとして有用であ
る。
                                                                                
              
【符号の説明】
【００７４】
　　１　　薬液散布作業車
　　２　　車体フレーム
　　２Ｌ、２Ｒ　　左右一対のフレーム部材
　　３Ｌ、３Ｒ　　左右一対の前輪
　　４Ｌ、４Ｒ　　左右一対の後輪
　　５　　ボンネット
　　Ｅ　　エンジン
　　６　　操縦席
　　７　　ハンドル
　　９　　防除タンク
　　１０　　防除ポンプ
　　１１　　防除散布装置
　　１１Ｃ　　センター散布ブーム
　　１１Ｌ、１１Ｒ　　左右一対の散布ブーム
　　１２　　分草杵
　　１４　　散布ノズル
　　１５　　昇降シリンダー
　　１７　　開閉シリンダー
　　３０ａ　　フロントアクスルハウジング
　　３０ｂ　　リアアクスルハウジング
　　３１　　伝動ケース
　　３２ａ　　前伝動軸
　　３２ｂ　　後伝動軸
　　３４　　補強部材
　　１００　　覆いカバー
　　１２０　　第２覆いカバー
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